医療費分析等業務仕様書

この仕様書は、医療費分析等業務について、契約書に基づいて行う委託業務の範囲及び処理方法について定めるものとする。

1. 業務名
医療費分析等業務

2. 事業の目的
いちき串木野市国民健康保険における医療費の現状と、地域特性を把握し、医療費適正化事業及び保健事業の一助となることを目的とする。


3. 分析対象データ
分析の対象とするデータは、次のとおりとする。また、分析データについては、令和元年４月から令和８年３月をベースとし、契約期間内に受け渡し可能なデータは、令和８年４月から令和９年３月に取得できるものとする。
（１）レセプトデータ
（２）特定健診データ
（３）ＫＤＢ介護データ
（４）被保険者マスタ
（５）地区データ

4. 分析概要
分析の概要は、以下のとおりとする。また、委託者が以下に定める以外の分析結果を希望する場合、受託者と協議し双方合意の上、受託者が提供するのものとする。
（１）基礎統計
（２）高額レセプト分析
（３）疾病別医療費統計（大分類・中分類）
（４）ジェネリック医薬品普及率
（５）ジェネリック医薬品切替可能額分析
（６）人工透析及び糖尿病性腎症患者分析
（７）多受診者傾向分析
（８）COPD分析
（９）薬剤併用禁忌分析

5. 成果物等
（１）A4カラ―印刷でファイルしたもの　６部
（２）WordもしくはExcel形式等で作成した電子ファイル
（３）提案事項を含む内容とする。
（４）成果品の納品については、提出期限を８月とする。
（５）納品後協議の上、受託者は早急に報告会を実施する。その際必要な資料は、受託者が準
備する。
（６）成果品を納品するまでは、進捗状況を毎月報告する。
（７）その他委託者が要するデータを受託者は抽出し、提供する。

6. その他
（１）電子ファイルの受け渡しについては、LGWAN-ＡＳＰを用いたサービスで行う。
（２）データの加工等に必要な機器の準備、運搬等にかかる費用については、全て受託者の負担とする。
（３）委託者が要請する連絡や協議には迅速に対処する。
（４）業務の処理を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
（５）その他、仕様書に定めのない事項については、委託者・受託者が協議して決める。
（６）受託者は、分析結果に基づいた問題解決や目標達成に向けた専門的なアドバイスを、委
託者に提供する。
（７）受託者は、委託者から提供を受けたデータを用いて、データの生成及び分析結果等を第
三者に提供することはできない。
（８）契約後すみやかに、全体スケジュール等の詳細について打合せを実施すること。なお、
現状のスケジュール概要(予定)については以下のとおりとする。
　　①令和元年４月から令和８年３月分データ：年度当初
　　②令和８年４月から令和９年３月分データ：毎月(適宜)
　　③報告書提出期限：令和８年８月
[bookmark: _GoBack]　　④結果報告会：令和８年８月から９月頃
　　⑤データ抽出：随時
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